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定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

　附則第９条第３項に次の１号を加える。

　⑸�　附則第４条の４の５及び附則第４条の４の６の規定の適用については、附則第４条の４の５第１項及び附則第４条の４の６第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第９条第１項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第４条の４

の５第２項第１号及び附則第４条の４の６第２項第１号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第９条第１項の規

定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

　附則第11条第４項に次の１号を加える。

　⑸�　附則第４条の４の５及び附則第４条の４の６の規定の適用については、附則第４条の４の５第１項及び附則第４条の４の６第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条第１項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第４条の４

の５第２項第１号及び附則第４条の４の６第２項第１号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条第１項の規

定による県民税の所得割の額の合計額」とする。

　附則第11条の３第２項中「第31条第５項第２号」を「第31条第３項第２号」に改める。

　附則第13条の３中「令和６年３月31日」を「令和８年３月31日」に改める。

　附則第14条第１項、第16条の２第１項及び第３項並びに第17条の４第１項中「令和６年３月31日」を「令和９年３月31日」に改める。

　附則第19条及び第20条第１項中「令和６年３月31日」を「令和11年３月31日」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　（納付又は納入方法に関する規定の適用）

２�　令和６年４月１日から令和８年３月31日までの間におけるこの条例による改正後の長野県県税条例（次項及び附則第３項におい

て「新条例」という。）第８条の規定の適用については、同条中「地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第２項に規定す

る指定公金事務取扱者（徴収金の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。）」とあるのは、「地方自治法（昭和22年法律第67号）

第243条の２第２項に規定する指定公金事務取扱者（徴収金の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。）若しくは地方自治法施

行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第12号）附則第２条第１項の規定により同項に規定する従前の公金事務（徴収金の収

納に関するものに限る。）を行わせている者」とする。

　（県民税に関する規定の適用）

３�　新条例第25条の規定は、令和６年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和５年度分までの個人の県民税については、

なお従前の例による。

　（不動産取得税に関する規定の適用）

４�　新条例附則第13条の３、第14条第１項並びに第16条の２第１項及び第３項の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に

対して課すべき不動産取得税について適用し、この条例の施行の日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、な

お従前の例による。

　（長野県県税条例の一部を改正する条例の一部改正）

５　長野県県税条例の一部を改正する条例（平成31年長野県条例第16号）の一部を次のように改正する。

　　附則第４項の表中「附則第４条の６第１項」を「附則第４条の８第１項」に改める。

税　務　課

　長野県県税に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和６年３月30日

� 長野県知事　阿　部　守　一　

長野県規則第28号

　　　長野県県税に関する規則の一部を改正する規則

　長野県県税に関する規則（昭和34年長野県規則第67号）の一部を次のように改正する。

　第８条の２第１項中「第６条の２の２」を「第６条の２の３」に改める。

　第41条の２第１項中「個人の県民税払込書」を「個人の県民税及び森林環境税払込書」に改める。

　第42条第１項中「個人の県民税課税状況報告書（当初分）」を「個人の県民税及び森林環境税課税状況報告書（当初分）」に改め、

同条第２項中「又は個人の県民税課税状況報告書（確定分）」を「及び森林環境税課税状況報告書（調定額変更分）又は個人の県民税
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税　務　課

令和６年（2024 年）３月 30 日発行（毎週月・木曜日発行。ただし休日の場合は翌日）
発行　長　野　県　〒 380-8570（専用番号）長野市大字南長野字幅下 692 の 2　電話 026（232）0111

及び森林環境税課税状況報告書（確定分）」に改め、同条第３項中「個人の県民税滞納額報告書」を「個人の県民税及び森林環境税滞

納額報告書」に改める。

　第64条中「附則第16条第２項、第６項及び第８項」を「附則第16条第４項及び第６項」に、「同条第３項」を「同条第１項」に改める。

　第66条第１項中「附則第16条第３項」を「附則第16条第１項」に、「附則第16条第１項、第４項若しくは第７項」を「附則第16条第

２項又は第５項」に改め、同条第２項中「附則第16条第３項」を「附則第16条第１項」に改め、同条第３項中「及び条例附則第16条第

２項」を削り、「並びに同条第３項」を「及び条例附則第16条第１項」に、「附則第16条第５項」を「附則第16条第３項」に改める。

　第66条の７第１項中「附則第16条第２項及び第６項」を「附則第16条第４項」に改め、同条第２項中「附則第16条第２項及び第６項」を「附

則第16条第４項」に、「同条第３項」を「同条第１項」に改め、同条第３項中「附則第16条第２項及び第６項」を「附則第16条第４項」

に改める。

　様式第37号の複数税目・複数年度充当用中

「

を

「

銀行窓口　現金送金　郵便局窓口

」

　銀行窓口　　　現金送金　　

　送金小切手　　郵便局窓口
」

に改め、同様式の自動車税（種別割）還付用中「送金小切手」を削る。

　様式第86号中「、附則第16条第３項」を削り、「、附則第16条第４項、附則第16条第７項」を「、附則第16条第２項、附則第16条第５項」

に、「附則第16条第２項」を「附則第16条第４項」に改め、「、附則第16条第８項」を削る。

　様式第88号中「、附則第16条第３項」を削り、「、附則第16条第４項、附則第16条第７項」を「、附則第16条第２項、附則第16条第５項」

に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　（用紙の使用に関する経過措置）

２�　この規則の施行前に、この規則による改正前の長野県県税に関する規則の規定に基づいて作成した用紙は、当分の間、使用するこ

とができる。


